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①

②

自転車指導啓発重点路線
（南甲府警察署）

①・②の路線では次の違反項目が増
えています。

・ 無灯火による走行
・ 信号無視
・ 歩道内にて歩行者通行時に徐行、
一時停止を行わない。

①〜
②〜

 現在、自転車運転者に対し、指導警告を行っ
ています。また、中でも危険運転や悪質な交
通違反に関しては、取締りを実施するなど、
厳重な対処を実施しています。

②国道３５８号
（遠光寺北交差点〜城南中通学路交差点）

自転車事故（令和４年）計２０件
物損事故１３件 人身事故７件
中学生 １件 高校生 ５件

選定理由
同路線付近には中学校・高校が複数あ
り、通学路や社会人の自転車通勤等で利

反射材を活用したり、ヘルメットの着用を
しましょう。

①県道甲府中央右左口線
自転車事故（令和４年）計６件
物損事故５件 人身事故１件
高校生 ３件
（伊勢三叉路交差点〜南甲府署北交差点）
選定理由
同路線沿いにはＪＲ東海甲斐住吉駅があ

遠光寺北交差点

南甲府署北交差点

城南中通学路交差点

伊勢三叉路交差点

・次の内容には特に気をつけよう！
◎信号は絶対に守りましょう。
◎歩道を通行できる場合でも、歩行者の通
行を妨げる場合は一時停止しましょう。
◎ブレーキの効きやタイヤの空気圧などの
点検、夕方は早めのライト点灯
◎携帯電話を使用しながらの自転車の運転、
並進走行は絶対にダメです。


